
事業内容の変更の手続き

１ 現行条例における変更届の手続き

２ 現状・課題と今後の方針（案）

変更届の提出

事業者が、方法書の告示から事後調査結果報告書（工事完了後）の告示の間に、対象

事業の目的及び内容を変更しようとする場合に届け出る。

届出が必要な変更の諸元や軽微な変更等の考え方は、施行細則で定めている。

市長判断

市長は、環境影響評価、事後調査その他の手続きの全部または一部を再度行う必要が

あると認めるときは、事業者に通知する。

手続きの再実施

市長の通知を受けた事業者は、環境影響評価、事後調査その他の手続きを行う。

 変更届は再手続きの必要性を判断す

るために提出されるものであり、環

境影響を公表する仕組みがない。

 現行条例には公表の規定がないた

め、市長が任意で公告・閲覧を行っ

ている。

変更届の内容、市長判断について、

告示・縦覧する規定を設ける。

 変更届が必要ない場合であっても、

変更によって環境への影響が大きく

なる可能性がある。

 事業内容の変更による環境影響の変

化について、市長は適切な時期に把

握することができない。

事業内容の変更に係る環境影響を

適切に把握できるよう、施行細則に

規定する変更の諸元や軽微な変更等

の考え方を見直すべき。

 環境影響評価の手続中に事業の内容が変更になる場合があ

ります。変更後の環境影響を適切に把握し、手続きの再実

施の必要性を市長が判断するために、変更の届出の制度が

あります。
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